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別紙様式第１号別添



１．麦・大豆生産の現状と課題及び課題解決に向けた取組方針

※ 麦・大豆生産における課題（湿害対策、適期播種、土づくり、連作障害対策等の必要性等）を具体的に記載すること。
※ 課題解決に向けて取り組む内容及び今後の生産拡大に向けた方針を具体的に記載すること。

（１）現状
西目屋村は、全水田面積に占める主食用米面積の割合が約４割を超える水田地域である。
かねてから転換作物として取り組んできた大豆については、煮豆や豆腐用として需要が高い品種である「おおすず」が

作付面積の全てを占めている。

（２）課題
西目屋村の大豆生産は、全般的に単収が低く、年次変動も大きいため、実需者から安定供給に対する要望に十分応え
きれていないことから、単収向上と安定供給を図る必要がある。
また、近年は大豆の作付面積は増加傾向で推移しているが、転作田への作付が多いことから、排水不良による湿害を
受けやすく、気象条件による単収の変動が大きい。
さらには、担い手への農地の集約化が進み、作業面積が拡大すること等により、適期作業が困難となっており、作業性
を向上させるための団地化や作業の省力化を図る必要がある。

（３）取組方針
現在、西目屋村においては、西目屋村農業再生協議会水田収益力強化ビジョンにより水田フル活用の推進に取り組ん
でいるが、本計画において、大豆生産性向上・生産拡大に係る取り組みをより具体化するとともに、関係者の連携を強化
し、農業の更なる活性化を図っていく。
大豆の生産拡大にあたっては、担い手への集積が今後さらに進む状況を踏まえ、高性能なコンバインを導入することで、
効率的作業を可能とするとともに、コンバインの導入により適期収穫と収穫率の向上を図ることで、生産性の高い大豆産
地づくりを推進していく。
また、排水不良による湿害対策として明渠や暗渠を施工するとともに、単収の年次変動対策として播種や雑草防除、適
期刈取などの基本技術を励行するとともに、土壌分析結果に基づく施肥管理を行う。
さらに、適期作業に向けて団地化を推進するに当たり地域での話し合いを進めるとともに、作業の省力化を図るため、こ
れまでの作業日誌より工程の見直しと効率的な人員配置に取り組む。



２．産地と実需者との連携方針
生産者団体と実需者であるつがる弘前農業協同組合との間で、大豆の出荷・販売数量に関する契約を締結し、安定的な生
産と販売について連携して取り組む。
なお、つがる弘前農業協同組合は、全農あおもりを通して納豆製造業者等の最終実需者に販売している。

○産地の生産量の現状と目標
現状：R4年産 5,970kg
目標：R7年産 56,000kg

○実需者（つがる弘前農業協同組合）の取扱量の現状と目標
現状：Ｒ４年産 229,050kg
目標：Ｒ７年産 420,000kg

○最終実需者の取扱量の現状と目標
現状：R4年産 206,145kg
目標：R7年産 378,000kg

※ 産地と実需者については具体的な名称を記載すること。
※ 麦の実需者は、麦を原料とした加工品等の製造を業とする者（製粉会社、製パン会社、製麺会社等）とする。
※ 大豆の実需者は、大豆を原料とした加工品等の製造を業とする者、大豆の販売を業とする者及びこれらの者が組織する法人その他の団体とする。
なお、販売を業とする者を実需者とする場合は、その者が販売する先（最終実需者）について、代表的な者の名称を記載すること。

※ 産地と実需者それぞれの国産麦・大豆取扱量の現状とおおむねの目標値を記載すること。



※ 産地と実需者との連携について、図等を用いて明示すること。
※ 取組の中心となる農業者等を必ず位置付けること。

３．麦・大豆の国産化に向けた推進体制及び各関係者の役割

【生産者団体】
・栽培管理機械の整備
・生産拡大の取り組み
・単収増加の取り組み
・耕作放棄地の発生防止

等

需要に応じた供給

実需者
【つがる弘前農業
協同組合】

・最終実需者への供
給、産地情報の提供
・最終実需者の需要
等の情報収集

情
報
共
有

【西目屋村農業再生協議会】
・プランの策定、管理
・取組計画への助言
・団地化の推進

実需者の需要等
の情報提供等

【中南地域県民局
地域農林水産部】

栽培技術指導、
進行管理への
助言等

産地の情報提供等

営農部門による
栽培技術指導


